
第   号議案

指定管理者の指定の件（神戸市立住之江児童館ほか）

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する

指定管理者を指定する。  

令和５年 11月 29日提出  

神戸市長  久   元   喜   造

公の施設の名称 指定管理者 指定期間

神戸 市立 住之 江

児童館  

神戸市西区糀台３丁目 32番７

社会福祉法人愛児会  

理事長  井塚  啓文

令和６年４月

１日から令和

11年３月 31日

まで  神戸 市立 北青 木

児童館  

京都市伏見区深草泓ノ壺町 37番地の１

社会福祉法人フジの会  

理事長  砂川  靖子

神戸 市立 魚崎 児

童館  

神戸市中央区磯上通３丁目１番 32号

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会

理事長  玉田  敏郎

神戸 市立 田中 児

童館  

神戸市灘区篠原北町４丁目８番１号

社会福祉法人同朋福祉会  

理事長  梅木  和郎

神戸 市立 浜御 影

児童館  

神戸市東灘区御影本町６丁目５番８号

特定非営利活動法人みかげ元気っ子  

理事  大城代  幸子

神戸 市立 向洋 児

童館  

神戸市東灘区向洋町中６丁目３番地の２

ＮＰＯ法人ＲＩＣこどもＣＬＵＢ  

理事  實光  良夫

神戸 市立 本山 東

児童館  

神戸市東灘区森南町２丁目８番 25号

特定非営利活動法人もとさん子  

理事  山本  豊三  
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神戸 市立 鶴甲 児

童館  

神戸市灘区友田町２丁目４番 24号  

特定非営利活動法人Ｓ－ｐａｃｅ  

理事  越智  正篤  

 

神戸 市立 東川 崎

児童館  

神戸市中央区東川崎町７丁目４番 11号  

特定非営利活動法人ひがしかわさき  

理事  藏園  武志  

神戸 市立 松原 児

童館  

京都市伏見区深草泓ノ壺町 37番地の１  

社会福祉法人フジの会  

理事長  砂川  靖子  

神戸 市立 南五 葉

児童館  

神戸市北区鳴子２丁目 11番２号  

社会福祉法人頌栄会  

理事長  原  寛  

神戸 市立 藤原 台

児童館  

神戸市北区藤原台中町７丁目 14番 15号  

特定非営利活動法人ｆｕらんど  

理事  市橋  祐子  

神戸 市立 淡河 児

童館  

神戸市北区淡河町木津 54番地  

特定非営利活動法人淡河町子育てネット  

理事  増田  泰樹  

神戸 市立 西山 児

童館  

神戸市北区菖蒲が丘１丁目 14番地の３  

特定非営利活動法人にしやま  

理事  片山  雄二  

神戸 市立 好徳 児

童館  

神戸市北区淡河町木津 54番地  

特定非営利活動法人淡河町子育てネット  

理事  増田  泰樹  

神戸 市立 駒栄 児

童館  

神戸市長田区駒栄町４丁目１番 11号  

学校法人近田幼稚園  

理事長  近田  和裕  

神戸 市立 大日 丘

児童館  

神戸市長田区大日丘町３丁目 10番９号  

社会福祉法人雲雀ケ丘福祉会  

理事長  溝田  浩一  
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神戸 市立 白川 台

児童館  

神戸市垂水区歌敷山２丁目５番９号  

社会福祉法人泰福祉会  

理事長  田丸  泰久  

 

神戸 市立 菅の 台

児童館  

 

神戸市須磨区菅の台４丁目５番地  

特定非営利活動法人すがのだい  

理事  福田  豊  

神戸 市立 垂水 児

童館  

神戸市中央区磯上通３丁目１番 32号  

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会  

理事長  玉田  敏郎  

神戸 市立 東垂 水

児童館  

神戸市垂水区舞子台７丁目３番８号  

有限会社エムツーコーポレーション  

代表取締役  前田  嘉代子  

神戸 市立 塩屋 児

童館  

神戸市垂水区塩屋町４丁目３番９号  

特定非営利活動法人ＳＩＯＹＡ４０８  

理事  寺澤  良久  

神戸 市立 神陵 台

児童館  

兵庫県南あわじ市松帆高屋乙 192番地  

社会福祉法人みかり会  

理事長  谷村  誠  神戸 市立 星陵 台

児童館  

神戸 市立 小束 山

児童館  

兵庫県明石市二見町福里 283番地の６  

社会福祉法人あゆみ会  

理事長  小西  満  

神戸 市立 秋葉 台

児童館  

神戸市長田区東尻池町３丁目６番 27号  

社会福祉法人報恩感謝会  

理事長  中山  満介  

神戸 市立 井吹 台

児童館  

神戸市西区井吹台東町１丁目 21番地の６  

特定非営利活動法人ニューいぶき  

理事  坂本  津留代  

 

理     由  

神戸市立住之江児童館等の指定管理者の指定をするに当たり、議会の議決を経
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る必要があるため。  
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